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平成２７年度 第５回 地方独立行政法人 

総 合 病 院 国 保 旭 中 央 病 院 評 価 委 員 会 

 

会  議  録 

 

開催日時：平成２８年２月１６日（火） 

午後２時～午後３時２３分 

開催場所：旭市役所本庁舎３階委員会室 

 

○ 出席者 

 《委員》 

伊藤 忠良 委員 出 木村 哲三 委員 欠 近藤  俊之 委員 出 

齋藤  康  委員 出 田畑 陽一郎 委員 出 矢島 鉄也 委員 出 

 《事務局》 

旭中央病院地方独立行政法人移行準備室：横山秀喜室長・宮負賢治副課長・

小倉直志主幹・伊原敬道主査・越川正紀係長・芳野守主任主事 

病院：吉田象二事業管理者・田中信孝病院長・柏木嶺企画監・ 

飯塚正志事務部長・河北隆総務人事課長・土師学経理課長・ 

片見武寿医事課長・野口稔契約課長・髙埜正人経営企画室長 

 

○ 資料 

・ 資料１ 地方独立行政法人総合病院国保旭中央病院業務方法書（案） 

・ 資料２ 地方独立行政法人総合病院国保旭中央病院役員報酬規程（案） 

・ 資料３ 中期計画・年度計画対比表 

・ 資料４ 平成２８年度 年度計画 収支計画表 

 

○ 会議内容 

 

 １ 近藤委員長あいさつ 

委員の皆様方におかれましては、お忙しいところご出席いただきまして

有難うございます。 

本年度、第５回評価委員会ということで、法人発足前最後の評価委員会

となります。忌憚のないご意見、また、病院運営に資するご意見をいただ

ければと思いますので、よろしくお願いいたします。 
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２ 議事 

 （１）地方独立行政法人総合病院国保旭中央病院業務方法書（案）について 

委員長：議事（１）地方独立行政法人総合病院国保旭中央病院業務方法

書（案）について事務局より説明いただきたい。 

－ 事務局より資料１に基づき説明 － 

委員長：ただいまの説明について意見等お願いする。 

矢島委員：第３条「（１）救急医療、高度急性期医療をはじめとする医療

を提供すること。」で回復期や緩和ケアも含めてやっていくと読め

るという理解でよいか。 

事務局：例示として挙げており、これらを含む包括的な規定となってい

ます。 

田畑委員：第３条「（２）医療に関する調査及び研究を行うこと。」とな

っているが、介護・福祉の調査研究はどうか。 

事務局：第３条は定款第１６条と同様の記載となっており、「（１０）前

各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。」ということで、介

護等も業務に附帯するとご理解いただければと思います。 

矢島委員：地域包括ケアシステムで医療・介護の連携が出てくる中で、

書き方としてはこうだとしても、介護・介護予防など世の中の動

きも年頭に置いてやった方がよいと思う。 

委員長：第３条については定款に定めてあるものとの整合性を取ったと

いうことで、これから法人としてやっていく業務にはこれらの意

見を踏まえてやっていただきたい。 

伊藤委員：介護等の意見は年度計画にも入っていると思う。 

矢島委員：具体的な記載ではないが、連携ということで含まれると思う。 

委員長：業務方法書（案）について他に特段の意見なしということでよ

ろしいか。 

－ 異議なし － 

 

 （２）地方独立行政法人総合病院国保旭中央病院役員報酬規程(案)について 

委員長：議事（２）地方独立行政法人総合病院国保旭中央病院役員報酬

規程（案）について事務局より説明いただきたい。 

－ 事務局より資料２に基づき説明 － 
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委員長：ただいまの説明について意見等お願いする。 

第８条と第１０条に「役員が法人の職員の身分を有する場合」

とあるが、どういう基準で判断するのか。 

事務局：例えば、理事が副院長を兼ねる場合です。 

委員長：会社法では従業員兼取締役の場合は、一般的に両方の報酬が支

払われるが、社長や執行役員の場合は両方は支払われない。例え

ば理事長が院長を兼ねた場合の報酬は院長となるのか。 

事務局：院長の給与になります。 

委員長：理事長が院長だったら職員であって理事長ではないような不思

議な感じがする。理事長は契約側のトップで代表印を持っている

わけなので。 

田畑委員：病院が２箇所あり院長が２人いる場合で片方が理事長だった

場合、理事長の責任があっても院長分の給与しか出ないというこ

とか。 

事務局：そうなります。院長までは給料表に基づいて決まりますので、

これを兼ねる限り給料表によります。 

委員長：一般的には違和感がある。理事長が優先されるべきではないか。 

田畑委員：理事長と院長は責任や仕事の中身が違う。 

矢島委員：他団体のものも参考としていると思うが、これと同じような

法人はあるか。 

事務局：重複給与の規定については、秋田県立病院機構や山形県の酒田

市立病院機構に同様の例があります。 

委員長：理事長が院長を兼ねており院長の給与を払っている例はあるか。

今の例は別だと思う。 

田畑委員：院長は執行委員で理事長は管理者なので、役割が分かるよう

な整合性を取らなくてはいけないのでは。 

事務局：静岡県立病院機構は理事長が院長を兼ねており同様の規定とな

っています。 

委員長：第７条の診療業務手当についてはどういう場合を想定している

のか。 

事務局：職員の身分を有しない役員が診療を行う場合は、職員の例によ

り診療業務手当を支給することができるということです。 

委員長：非常勤の役員が診療した場合は支給されるのか。 

事務局：はい。 

田畑委員：副理事長はどういう立場で存在するのか。 

委員長：職員の身分を有しなければ理事手当のみか。 
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事務局：はい。もしその副理事長が診療行為を行うことがあれば、職員

の例により診療業務手当が支給されます。 

委員長：意思決定ではなく業務執行を行う場合は職員となるということ。

理事の仕事は意思決定や管理面だけということか。 

理事が職員を兼ねている場合と理事長であっても適用するのか

という問題がある。独法人は理事長が全責任を負っているがその

手当はなくていいのか。 

伊藤委員：違法であれば別だが、移行後に経営の状況も見ながら今回意

見があったことも踏まえて再度検討してみては。 

田畑委員：理事長は根本に関わることなのでしっかりしておいた方がい

いのでは。 

齋藤委員：考え方としては職務が違うので、その機能に対して見合った

体系にした方がよいのでは。 

矢島委員：理事長のケースが問題。第８条で「ただし、理事長の場合は

除く。」と理論的にはそういうこと。理事長が職員にならないよう

なロジックですね。 

事務局：この規程は市長へ提出した後、評価委員会が意見を申し出るこ

とができるという法の規定になっておりますので、委員会で意見

をいただければそれに沿った形で４月１日の理事会に諮り、市長

へ届け出るという手続きになります。 

矢島委員：確認だが、あくまで問題となるのは理事長だけの話しで、理

事長が職員を兼ねないという前提であれば問題ないと思う。可能

性として病院長が理事長になるときに、管理責任等が明確になっ

ていた方が後々整理ができるのではないかという主旨なので、し

っかり分けておいた方がよいのではないかという意見があったと

いうことかと。 

委員長：原案に対する意見としては、理事長が兼ねることがあったとし

ても理事長としての給与を支給すべきであるということが読み取

れる規程として欲しいとの意見とすることでよろしいか。 

－ 異議なし － 

委員長：ただいまの意見を評価委員会の意見とします。 

 

 （３）平成２８年度 年度計画・収支計画について 

委員長：次第では（３）今後のスケジュールについてであるが、資料３
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及び資料４の単年度の計画について、設置者である旭市長から委

員会の意見があれば伺いたいとのことであったため、議事（３）

とし委員の皆様のご意見をいただきたい。今後のスケジュールに

ついてはその他でご意見を伺いたい。 

それでは平成２８年度 年度計画・収支計画について事務局よ

り説明いただきたい。 

－ 事務局より資料３及び資料４に基づき説明 － 

委員長：ただいまの説明について意見等お願いする。 

矢島委員：Ｐ１「⑴ 患者中心の医療の推進」のアの表中にある数字が、

中期計画と年度計画で小数点以下の桁数が違うが意識したものか。 

事務局：単純な間違いであり、内容としては同じものとご理解ください。

正しくは小数点以下１桁となります。 

矢島委員：Ｐ８「⑷ 人事評価制度の充実」のウの医師の年俸制度につ

いて、どの時期に各人の年俸が決まるのか。また、どのような年

俸制を考えているのか。 

事務局：平成２８年度は現状の水準をスライドさせ、同年度中に年俸改

定のための評価をし、平成２９年度に反映します。各診療科の長

を対象に院長ヒアリングを実施しており、その時期が１２月から

１月にかけてですので、平成２９年１月頃を想定しています。 

委員長：形式的には平成２８年４月から医師は年俸制か。 

事務局：診療各科のトップは年俸制となります。部長レベルは本人の希

望による合意の下で年俸制となります。 

齋藤委員：Ｐ７「⑴ 効率的な業務執行体制の構築」のアは具体的にど

ういうものを考えているか。 

事務局：正規雇用で短時間勤務の医師等がいてもいいのではないかとう

ことで、どのようなニーズがあるのかこれから現状調査するとい

うことです。 

矢島委員：新専門医制度に対応したものを念頭にしたものか。 

事務局：ワークライフバランスのとれた柔軟な勤務制度というものです。 

伊藤委員：資料４の平成２７年度決算見込の赤字要因を分析した上で、

平成２８年度は１１億４千万円程の黒字となるのか。 

事務局：平成２７年度決算見込赤字の一番大きな要因としては、１２月

に実施した起債の繰上償還に係る補償金の臨時損失、空き医師マ

ンションの解体及び駐車場用地の確保に係る固定資産除却損です。

これらは平成２８年度以降の収益に寄与するものとなります。 



6 

 

委員長：この他特になければ、平成２８年度計画については妥当である

という意見とする。 

 

 ３ その他 

 （１）今後のスケジュールについて 

委員長：評価委員会の役割として最低限やらなくてはならないことは、

毎年の事業年度の業務実績の評価で年１回であり、来年の６月頃

となってしまうので、今年の６月か７月に平成２７年度決算の説

明を受け、見込からの差もあると思うので平成２８年度がどのよ

うに進むのか、また、４月に正式に法人が発足するので役員の

方々に話を伺うということで評価委員会を開催したいと思う。 

事務局：６月であれば決算の数字がまとまるのがやっとですので、先へ

送っていただければと思います。 

委員長：法人の方で数字ができる時期に設定していただければと思う。 

 

（２）経過報告について 

事務局：お陰様で順調に１２月議会において中期計画まで議決をいただ

きました。 

最後に３月議会で地方独立行政法人化に関係する議案が全部で

５議案あります。そのうち４議案は条例関係でありまして、重要

財産に係る財産の処分関係の条例、職員引継ぎということで３月

末で病院職員である者は法人に引継ぐという旨の条例、中央病院

の特別会計について病院が起債したものは市が管理しますので、

それらを管理する会計の設置条例及びその予算案、最後は既存の

設置条例等の廃止及び改正に係るもので、関係する条例は多数あ

りますが独法化に伴う関係条例の整備として廃止条例４本と一

部改正条例３本を合わせて１本の条例で行います。 

これらが可決されれば無事４月１日から独法化という手続きと

なります。経過報告ということで報告させていただきました。 

委員長：４月１日は何か予定しているか。 

事務局：４月１日の朝に市長から理事長の辞令をいただき、市長に病院

に来ていただきまして幹部職員と共に法人の開始式を行います。

１１時頃から理事・監事に集まっていただき第１回の役員会を開

催し、業務方法書等の必要な規則等のご承認をいただきまして、
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市長へ届け出ると共に法務局等へ登記の手続き等に入るという

ことを予定しております。 

委員長：長時間に渡り有難うございました。それでは第５回の評価委員

会を終了します。 

 

 ４ 閉会 

 


